
○

法

務

省

令

第

三

十

三

号

民

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

二

十

四

号

）

の

一

部

の

施

行

に

伴

い

、

並

び

に

関

係

法

令

の

規

定

に

基

づ

き

、

及

び

不

動

産

登

記

法

（

平

成

十

六

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

を

実

施

す

る

た

め

、

不

動

産

登

記

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

令

和

五

年

七

月

二

十

八

日

法

務

大

臣

齋

藤

健

不

動

産

登

記

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

不

動

産

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

一

条

不

動

産

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

そ

の

標

記

部

分

に

二

重

傍

線

を

付

し

た

規

定

を

加

え

る

。

改

正

後

改

正

前

（
裁
判
所
へ
の
通
知
）

（
裁
判
所
へ
の
通
知
）

第
百
八
十
七
条

登
記
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
管
轄
地

第
百
八
十
七
条

登
記
官
は
、
担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二

方
裁
判
所
に
そ
の
事
件
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
）
第
七
十
条
第
十
八
号
の
規
定
に
よ
り
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
者
が
あ
る
こ
と

を
職
務
上
知
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
管
轄
地
方
裁
判
所
に
そ
の
事
件
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
百
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
者
が
あ
る
こ
と
を

［
号
を
加
え
る
。
］

職
務
上
知
っ
た
と
き
（
登
記
官
が
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
七
十
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
べ
き
義
務
に
違
反
し
た

者
に
対
し
相
当
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
申
請
を
す
べ
き
旨
を
催
告
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
期
間
内
に
そ
の
申
請
が
さ
れ
な
い
と
き
に
限
る
。
）
。

二

担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
七
十
条
第
十
八

［
号
を
加
え
る
。
］

号
の
規
定
に
よ
り
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
者
が
あ
る
こ
と
を
職
務
上
知
っ
た
と



き
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（

船

舶

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

条

船

舶

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

第
四
十
九
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

第
四
十
九
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十

、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十

六
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に

六
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に

第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五

第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五

号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
一

号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
一

項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら

項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら

第
十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六

第
十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六

条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第
三
号
イ

を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
七
十
二

条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第
三
号
イ

を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
七
十
二

(6)

(6)

条
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
十
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か

条
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
十
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か

ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七

ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七

条
（
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。

条
（
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。

）
、
第
百
六
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第

）
、
第
百
六
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第

百
七
十
六
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
、
第

百
七
十
六
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
、
第

百
八
十
一
条
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百

百
八
十
一
条
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百



八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
八
十
四
条
か
ら
第
百
八
十

八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
八
十
四
条
か
ら
第
百
八
十

六
条
ま
で
、
第
百
八
十
七
条
第
二
号
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
八
十
九
条
（
第
一
項

八
条
ま
で
、
第
百
八
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十

を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
、
第
百
九
十
六
条
第
一
項
第

二
条
ま
で
、
第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
百

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
八
条
、
第
二
百
二
条
第
一
項
、
第

九
十
八
条
、
第
二
百
二
条
第
一
項
、
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
並
び
に
第
二
百
五

二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
並
び
に
第
二
百
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
船

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
船
舶
の
登
記
及
び
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
に
つ

舶
の
登
記
及
び
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
三
十
二
条
第
一
項
、

、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六

第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
、
第
百
十
条
、
第

十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
、
第
百
十
条
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条

百
八
十
一
条
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除

及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「

く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
又
は
製
造
中
の
船
舶
」
と
読
み
替
え
る

船
舶
又
は
製
造
中
の
船
舶
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動

ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

表

［
略
］

表

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（

建

設

機

械

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

条

建

設

機

械

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

三

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

第
三
十
五
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

第
三
十
五
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

、
第
五
条
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で

、
第
五
条
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で



、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
十
八

、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
十
八

条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま

条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま

で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら

で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら

第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条

第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条

か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第

か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第

三
号
イ

を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
一

三
号
イ

を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
一

(6)

(6)

項
、
第
百
十
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第

項
、
第
百
十
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第

百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七
条
（
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び

百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七
条
（
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び

ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
九
条
（
第
一

ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
九
条
（
第
一

項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
（
第
三
項
を
除

項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
（
第
三
項
を
除

く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項
第
三

く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項
第
三

号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、

号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、

第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
百
八
十
七
条
第
二
号

第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
八
十
五
条
か
ら
第
百
八
十
八
条
ま
で
、
第
百
八
十
九
条

、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
八
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第

（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
二
条
第

百
九
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
二
条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
三
条
の
規
定
は
、
建
設
機

一
項
並
び
に
第
二
百
三
条
の
規
定
は
、
建
設
機
械
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

械
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十

の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八

五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
、
第
百
十
条
、
第
百
八
十

条
第
一
項
第
五
号
イ
、
第
百
十
条
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五
条
第

一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と

一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
」
と
、
「
登

あ
る
の
は
「
建
設
機
械
」
と
、
「
登
記
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
用
紙
」
と
読
み

記
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
用
紙
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

表

［
略
］

表

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ

の

省

令

は

、

民

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

附

則

第

一

条

第

二

号

に

掲

げ

る

規

定

の

施

行

の

日

（

令

和

六

年

四

月

一

日

）

か

ら

施

行

す

る

。


